
７建企第１３４号

令和7年１０月２４日

関 係 各 位

建 設 企 画 課 長

（ 公 印 省 略 ）

業務委託における旅費交通費の運用の改定について

このことについては、令和３年８月３１日付け３建企第２５０号により運用してお

りましたが、国の積算基準及び長崎県の『職員の旅費に関する条例』（以下、条例）

の改定に伴い、一部運用の改定を行いましたのでお知らせいたします。

記

１．改訂内容 旅費交通費の率を用いた場合の宿泊費等の積算方法について、定

額支給から上限付き実費支給へ見直し

２．積算方法 【起工時】

条例に準じた１泊あたりの宿泊費上限額に宿泊手当を加えたもの

に対して、積算基準書に基づき算出した宿泊日数を乗じた金額を計

上する。

【精算時】

受注者より受理した宿泊費に関する領収書の写し等をもって、実

費精算を行うものとする。ただし、宿泊日数と宿泊費の上限は下記

のとおりとする。

●宿泊日数の上限

積算基準書に基づき算出された宿泊日数（なお、受注者の責によ

らず宿泊日数が増えた場合は、受発注者協議の上、上限日数を決定

するものとする。）

●宿泊費上限額

条例に準じた上限額（宿泊場所が長崎県の場合、11,000円）

（注）宿泊費上限額は、食事代を含め宿泊施設に支払う額を基に

判断するものとする。

３．適 用 令和７年１１月１日以降に起工する業務委託

公 表 用



４．そ の 他 ・本運用を適用する場合は特記仕様書にその旨記載すること。

・以下の文書は、本通知の適用に伴い廃止する。
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